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海外旅行時のお薬の携帯について

　最近では、円高の影響や格安航空会社の拡大などにより海外旅行に行かれる方が多く
なっています。ただ、くすりを服用されている方は、海外旅行の際には注意が必要です。

1．英文の薬剤証明書を持参しましょう
　入国時の不要なトラブルを避けるため、また海外で病院を受診する場合に備えて、主治
医に英文の薬剤証明書を書いてもらい、持参するのが良いでしょう。薬剤証明書の内容は、
商品名、一般名、剤形、含有量、使用目的（病名）、持ち込み数量、主治医の連絡先等です。

2．必要な分を持ち込むようにしましょう 
　大量に持ち込むことで、営利目的と勘違いされ、トラブルの原因となります。滞在に必
要な量と予備分だけを持ち込むようにしましょう。

3．医療用麻薬を服用している場合は手続きが必要です 
　通常個人による麻薬の輸出入はできませんが、自分の病気の治療に使用する場合に限り、
事前に地方厚生（支）局長の許可を受ければ、その麻薬を携帯して輸入・輸出することが
できます。出国日又は入国日の２週間前までに、医師の診断書を添えて、麻薬携帯輸入申
請書、麻薬携帯輸出申請書を提出する必要があります。詳細は、関東信越厚生局にご確認
下さい。

4．向精神薬を服用している場合は手続きが必要なこともあります
　注射剤以外の向精神薬では、携帯できる総量がくすり毎に決められています。その総量
より少ない場合には特に手続きは必要ありません。注射剤の向精神薬と決められた総量を
超える向精神薬を携帯する場合には、「処方せんの写し」や「医師の証明書（患者の氏名、
住所、携帯を必要とする向精神薬の品名と数量を記載）」といった書類をもっていく必要
があります。

5．最後に
  2001年9月11日のテロ事件以降、米国中心に空港でのチェックが厳しくなり、トラブル
に発展するケースが急増しているようです。今回は国内での法律に基づいた手続き等を中
心に書きましたが、旅行先の国の事情により、法規制が異なっているため、詳細について
は旅行先の国の在日外国公館で確認するのが確実です。外務省のホームページに在日外国
公館のリストが掲載されていますのでご参照下さい。
（http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/index.html）。

昭和大学藤が丘病院　薬局　八木　仁史

“脱法ハーブ”について

　ハーブと聞くと、スパイスやお茶、アロマなどを思い浮かべ、生活に安らぎを与えてく
れる健康的なものというイメージを持ちますが、最近はそうではないものが社会的な問題
となっています。若者を中心に、幻覚や興奮を引き起こす作用のある薬物を含んだ“脱法
ハーブ”の乱用が広がっています。“脱法ハーブ”は、薬事法で禁止されている指定薬物の
成分構造を一部だけ変えて合法性を主張し販売されるため、取り締まりが追いつかない状
況にあります。吸引を目的に販売した場合は薬事法違反となりますが、多くの店舗は吸引
目的で販売していないことを建前にしており、即座に取り締まることが難しいという課題
もあります。つまり、法の網を脱した怪しい“ハーブ”が観賞用やお香等と称して身近で
販売され、容易に手に入る状況となっているのが現状です。
　現在、市場に流通している“脱法ハーブ”には厚生労働省が成分分析をおこなう前の新
物質が使用されている事が多く、インターネットオークションなどでも堂々と販売されて
いるものがあります。新物質は法律で規制された指定薬物ではないため摘発出来ないので
す。 海外では類似物質を含めた包括規制が行われましたが、法逃れの為に化学式に改変を
加えた合法な新物質を使った“脱法ハーブ”が販売されるようになり、包括規制によって
も規制出来ない事実が明るみになっています。
　厚生科学審議会医薬品等制度改正検討部会が取りまとめた報告書には、指定薬物を含む
違法ドラッグや違法ハーブの監視・指導、取締体制の強化に向け、麻薬取締官の職務範囲
に指定薬物の取り締まりを行うための規定を新設することが盛り込まれています。また、
薬事法改正案の提出は今通常国会で検討されることになっており、監視体制がさらに強化
される仕組みの構築を期待したいものです。
　健全なハーブ愛好家にとって、このような状況は大変迷惑な社会現象であり、ニュース
ではどんなハーブが“脱法ハーブ”になるかは明確に示していません。公開すればどのハー
ブが“脱法ハーブ”であるかを一般に教えることになるからだといわれています
　最近、“脱法ハーブ”を吸引した人物が、病院に搬送されたり、死亡した事例がいくつ
か報告されていることは、因果関係は不明であるにしろ社会を不安にする要因となってい
ます。町のドラッグストアで販売されているサプリメントや健康食品の中にも、「ハーブ
ダイエット」「リラックスハーブ」・・等と称して、いわゆる“脱法ハーブ”が出回っている
場合もあり、安易に手に入る危険な“脱法ハーブ”には十分注意していただきたいと思い
ます。
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